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｢体育｣概念の形成過程について

森 田 信 博

TheProcessoftheFormationofConcept
"PhysicalEducation"

NobuhiroMoRITA

Theporposeofthisstudywasintendedtoinvestigateaformationofconcept"physical

education"intheMeijiera,

Asthegeneralizationofthisstudy,Ipresentfollwingpoints.

1) Afirstconceptformes"gymnastics"inmi1itarytrainingbeforetheMeijiera

2) "Physicaleducation"inintellectual,moralandphysicaleducationisinterpretedas

"educationofphysicalthroughactivitesandhygiene".TheWord"taiiku"wascoinedby

Mr.Rondoin1876."Taiiku"hasbeenusedformallyaftertheestablishmentofthenational

instituteofgymnastics.

3) "Taiiku"formes"educationthroughonlyactivites",lightgymnastics,militarygymnas-

ticsandoutdoorgames.

4) Thetraditonal"Jujutu"isincludedinteachingmaterialswithgymnasticsystematization

andgraduallydevelopsintotheindependenteducation"Budo"(Japanesemilitaryarts).

5) "Sport"and"athletic"arenotdifferentfrom"physicaleducation".AllKindsofphysical

activitesaregenerallycalled"Physicaleducation".

6) "Physicaleducation"hasbeenformedjapanescomprehensiveconceptinschooleduca-

tion.

は じめ に

｢体育｣とは何か｡｢体育｣とはどのように定

義づけされるのか｡｢体育｣の概念はどう規定さ

れるのか｡｢体育｣にかかわる諸現象が,実践を

中核として展開してきた経緯から,この厳密で

あるべき事柄への取 り組みがすすめられている

一方,極めて暖味なままになっているのが現状

であろう｡｢体育｣,｢運動｣,｢競技｣,｢体操｣,

｢スポーツ｣あるいは｢武道｣,｢体力｣,｢健康｣,

｢保健｣ という用語は,明らかに異なる事象に

もかかわらず,時として区別のない同義的な使

用や使用者の理解によって不明確な表現として

使い分けられることが多い｡個人の問題だけで

はなく,｢日本体育協会｣は日本の ｢スポーツ｣
の総合的統括団であ るが ｢Japan Amateur

SportsAssociation｣ と英訳され ｢国民体育大

会｣は ｢NationalSportsFestival｣ と訳され,

ここでは ｢体育｣は ｢スポーツ｣ と表現されて

いる｡各種の ｢スポーツ｣種 目の大会は ｢競技｣

大会あるいは ｢体育｣大会 と呼ばれているし,

学校で開催されている ｢運動｣会 も ｢体育｣祭

あるいは ｢体育｣大会 と変化 してきている｡｢体

育｣用服装は ｢体操｣服,｢運動｣着,｢スポー

ツ｣ウエアである｡最近ではほとんどないが,

体育教師も ｢体操｣の先生 と呼ばれていたこと

が多い｡
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ここには,｢体育｣とはどう定義づけられてい

るのかが明確ではないという問題 と同時になぜ

｢体育｣にこのような概念が形成されてきたの

かという歴史的過程が問題になる｡明治 5年の

｢学制｣発布により学校教育に ｢体育｣が位置

づけられたが,教科名 としては ｢体術｣であり,

明治 6年に ｢体操｣となり,昭和16年に ｢体練｣

に変更され,｢体育｣という名称が教科名になる

のは,第二次世界大戦後まで一度もなかった｡

当小論では, 日本において,外来語の訳語であ

る ｢体育｣ という表現の概念が形成されていく

明治時代に焦点をあわせ,拡大解釈されるにい

たる経緯を明らかにし,｢体育｣の表現にかかわ

る問題点を明らかにす ることを課題 としてい

る｡

Ⅰ.学制発布と学校体育の誕生

1. 学制発布以前の ｢体育｣の状況

日本では明治以前にも,身体の養生や鍛錬さ

らには稽古 といった健康や衛生に関連した用語

や事柄がなかったわけではないが,｢体育｣的な

表現 も概念もなかったと見ることが妥当であろ

う｡欧米の ｢体育｣的運動に最初に取 り組んで

い くのが幕末に始 まった洋式軍隊の訓練であ

り,洋式挽練の基礎段階に位 置づ け られ た

｢gymnastics｣が指導されていく｡1867年の幕

府陸軍の創設の指揮をとったフランス軍事顧問

シャノアンによる,フランス式｢gymnastique｣

は ｢練体法｣ と呼ばれ,明治元年に田辺良輔は

この仏語に ｢体術｣ という訳語をあてた1)0

さらに ｢休学｣ とも呼ばれながら,初年兵教

育の基本方針 とされ,『仏蘭西歩兵程式』や 『新

兵体術教練』などで明らかなように,兵士の体

格,体力の向上に用いられている2)｡明治時代に

はいるとこの語が ｢体操｣ という用語でも用い

られるようになる｡官立,私立の学校 も創設さ

れ,欧米の学校教育 とともに体育的運動が紹介

されていくが,明治 5年の学制発布により,小

学校教科に ｢体術｣として組み込まれていく｡

しかし名 目的であり実施方法を示す｢小学教則｣

には ｢体術｣はなく,内容 も不明のままであっ

た｡これまで ｢体育｣ という発想がなかった日

本に欧米の近代教育制度の一側面をなしていた

｢体育｣をともか く導入していこうとする姿勢

が示されたのである0

2. 学制と ｢体操科｣の内容

富強国家の建設をめざし,知的側面を重視 し

た国民皆学の近代的教育制度となる ｢学制｣に

おいては,｢体育｣はあくまでも形式的なもので,

小学教科に示された ｢体術｣はまさに空文で,

実施方法,内容さえ示されなかった｡｢体術｣は

翌 6年の改正小学校教則で ｢体操｣に変更にな

るとともに ｢毎級体操を置 く,体操は 1日1,2

時間を以て足りとす,相中体操法図,東京師範

学校板体操図等の書によりてなすべ し｣3)と内

容が示される｡以後,明治 11年に体操伝習所が

設置されるまでは,体操科の具体的内容は,シ

ュレーバーの医療的室内体操 (1855年)の巻末

付轟 を訳 した45種 目の体操の手射中体操法図と

メースンの体操便覧 (1871年)に掲げられた32

種 目の体操を配した東京師範学校板体操図とベ

ルギュ著(1872年),石橋好一訳の『体操書』(明

治 7年)に示された徒手体操 と田辺良輔の 『新

兵体術教練』を小学生向けにアレンジした 『小

学必携体操図解』(明治 7年)などである｡教材

内容から,場所 もとらず,活動量 も少ない養生

的医療的で健康の保持が目標 となるものと考え

られるが,図を示されただけで, どの程度の指

導が可能であり,実践が期待できたのかは疑問

である｡目標 も明確にされずに科 目名 とEg表が

示されただけの ｢体操｣は概念的には明治初年

のまま留まらざるを得なかった｡

3. ｢physicaleducation｣の訳語としての

｢体育｣

明治 5年以降になると,いわゆる欧米の三育

主義の教育思想が紹介されるようになり,その

一要素でもある｢physicaleducation｣の訳語が

問題 となって くる｡説明的な文章を用いるもの

が多い中で,明治 6年箕作麟祥訳 『教導説』に

は,｢体の教え｣ という直訳が試みられている｡
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その後,欧米教育論の紹介が増加す るにつれ

｢physicaleducation｣の適切な訳語の必要が

せまられ,『文部省雄琴』をはじめ,教育関係の

雑誌の中でさまざまな表現が繰 り返されること

になる｡明治 8年の 『文部省雑誌』に ｢身体に

関する教育｣,｢身体の教育｣さらには ｢身体之

教育｣,｢身体教育｣ という表現がみられ,その

簡略語 としての ｢身教｣ も用いられる｡

明治 9年 3月 10日発行の 『文部省雑誌』第 6

号で,近藤鎮三が 『独逸教育論抄』のなかで初

めて ｢physicaleducation｣を ｢体育｣という表

現であらわしている｡これは ｢physicaleduca-

tion｣の概念化の試みではなく｢身体教育｣の熟

語化の-試行 と見るべ きのである｡ しかし,近

藤はこの後 も明治 10年 9月の 『教育雑誌』(莱

52号)そして同年の 『教育新誌』 (第 7号)にも

｢体育｣という語を用いて,｢身体教育｣の簡略

後の試みから ｢体育｣の概念を示す用語 として

使用していくことになる｡｢身体教育｣からの簡

略語の試みは ｢身教｣,｢育休｣ という熟語 も生

み出したが,語感により例外的にしか用いられ

ていかないようである｡

｢physicaleducation｣の概念を含め, 日本語

訳を進める試みが ｢身体｣ないしは ｢からだ｣

に関する教育 という意識を明確にするにしたが

い ｢身体教育｣の熟語に落ち着 き,その簡略語

としての ｢体育｣という表現が認知されていく

と考えられる｡欧米の教育の導入に伴いスペン

サーの三育主義の ｢intellectualeducation,

moraleducation,physicaleducation｣の三つ

の概念の日本語表の試みが,｢体育｣という用語

を生み出し,知識,精神 ･道徳に関する教育に

対して,身体の教育 という心身二元論の立場か

ら,概念が浮かび上がってくる｡

ⅠⅠ.体操伝習所の設立と ｢体育｣概念

1. 用語 ｢体育｣の定着

明治 11年 10月24日,文部省布達 5号によ

り,体操伝習所が設立され｢本邦教育の方法は,

専ら智膏の一方に傾向して,体育の諸術は概ね

之を放着 して復た其利害 を唱える者なきか如

し｣ と設立の主旨に治って,知育偏重による身

体的側面の軽視の是正 と従来諸学校で行われて

きた ｢軍式の体操｣や ｢撃剣などの武術｣を身

体の発育には不充分であることを認め,｢完全な

る体操｣を教授 しうる ｢体育学の教師｣ リーラ

ン ドをアメリカより招聴 した旨を明らかにして

いる｡文部省は年報を通してこれまでの ｢身体

教育｣という表現をやめ,ほとんど例外なく｢体

育｣という表現を用いていく｡公文書に ｢体育｣

が用いられることにより,民間の各種雑誌にも

｢身体教育｣よりも ｢体育｣ という表現が増加

していく｡

体操伝習所でリーラン ドの指導を筆記した,

久松義典は 『体育新書』(明治 12年)を著 し,

横井琢磨 も同じくリーラン ドの講義録を 『体育

論』(明治 16年) として出版 していくように,

｢体育｣の専門図書名には ｢身体教育｣は見ら

れず,おおむね ｢体育｣か科 目名の ｢体操｣が

用いられていく｡このように体操伝習所の設立

を契機に,公文書での ｢体育｣の統一的使用に

より明治 10年代に ｢体育｣という用語が, 日本

語 として一般化 し,定着 したと考えられる｡

2.三育主義での ｢身体教育｣としての ｢体育｣

｢身体教育｣から ｢体育｣が造語され定着し

てい く経緯から,｢体育｣が三育主義の意味での

｢身体の教育｣ という概念で把握されていくこ

とが明らかとなる｡すなわち運動 と保健衛生を

手段 とした身体の健全な発育を促 し,知性,追

徳性 と相まって調和的な人間形成を図るもので

ある｡その意味では三育主義は個人主義的な教

育思想ではあるが,富国強兵が国の大前提であ

り,体操伝習所では,個人の価値をBl家の価値

と結びつけるように積極的な取 り組みを行って

いく｡｢体育｣には,運動を中核 とする積極的な

側面 と衛生,養生,衣,食,住 といった側面が

求められる｡『新制体操法』『新撰体操書』『体育

論』さらには 『小学普通体挽法』では,運動の

中心である軽体操の他,衣 ･食 ･住,休養など

の衛生面に関する事項が掲げられる｡運動 と衛

生があいまってこそ,三育主義の ｢身体教育｣
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としての ｢体育｣になり得るとする定義が,明

治 10年代後半に形成される｡

｢体育｣奨励をめざし合理的な保健衛生的な

取 り組みが実施され,学校衛生 として種々の法

令が施行されるのは,明治 30年前半になってか

らであるが,発育,発達,体格,体力さらには学

校教育全般の保健衛生的環境改善に対する調

塞,研究,括導が具体化 していく｡そこでは,

｢身体教育｣の意味での ｢体育｣という概念で

あると同時に,体力,体格,健康などと同義的

に把握されていくことになる｡

3, 体操を手段とする ｢体育｣

体挽伝習所は,三育主義に基づ く ｢体育｣を

標楊し保健衛生面の重要性を認めながらも,衛

生学が未発達の状況にもあり,結果的にはリー

ラン ドの主張する軽体操中心の ｢体育｣が展開

されていく｡英学,和漢学,数学や解剖学,坐

理学,健全学などの学科目の講義も開講されて

いるが,体育術,男子 ･女子 ･幼児体操術,美

容術,調声操法が中心に教授される｡特にリ-

ランドは,知育偏重から生じる運動軽視を見直

し,健康な身体の形成や障害や疾病を防止する

ためのものが ｢体育｣であり,それを目標にし

て合理的に規定された最適の教育的の手段が

｢軽体操｣であると考え,軍式体操や器械使用

の ｢重体操｣さらには遊戯に対して批判的態度

をとる｡具体的内容 としては,徒手体操の他,

唖鈴,球竿,木環,梶棒,豆嚢体操が中心のき

わめて保健的な体操であるが,『新制体操法』,

『新撰体操書』さらには坪井玄道が ｢普通体操｣

と呼びかえた 『小学普通体操法』などの詳細な

解説書により｢体育｣の主要教材となっていくC

｢重体操｣や遊戯 との取 り扱いの差が ｢体育｣
とは,｢軽体操 (普通体操)｣を行 うことと同義

的に考えられようになる｡

わずか 9年間で閉鎖された体操伝習所の数多

くの業績は,体操科専門教師の養成,諸学校の

体操科指導の充実さらには身体的効果を客観的

に測定しようと ｢活力計測｣の継続的実施,兵

式体操,柔剣術,戸外遊戯の調査研究などがあ

げられるが,何よりも ｢体操｣の研究,滑導に

より ｢体育｣の一般的認識を高めたことであろ

う｡ここに,｢軽体操 (普通体操)｣という運動

のみを手段 とする ｢身体教育｣としての ｢体育｣

の概念が誕生する｡

ⅠⅠⅠ.運動教育としての ｢体育｣

1. 兵式体操を手段とする ｢体育｣

体操伝習所は,前述したように軍隊式の体操

を学校の ｢体育｣として実施することは不適切

としてきたが,明治 13年には文部省の意向で陸

軍教導団の士官,下士官を教官とする歩兵操練

が体操伝習所で実施され,翌年には正式な教科

に加えられていく｡この背景には,三育主義と

はまったく別に,富国強兵主義,軍事力強化策

の場を学校に求めようとする,森有礼らを代表

とする兵式体操論の主張が大 きく影響 してい

る｡

明治 16年 12月に大幅に改正された徴兵令に

より男子中等学校で歩兵操練が義務づけられ

翌年文部省は体操伝習所へ,諸学校で実施すべ

き歩兵操練の程度,実施方法と小学校での実施

の是非の調査研究を命 じている｡伝習所の報告

は,現状を追認し小学校でも適切な運動を選択

する限り有益であるとした｡

これを受けるように,明治 18年,文部省から

｢兵式体操要領｣が出され,歩兵の個人的 ･集

団的戦技訓練の歩兵操練から明確に軍隊式の体

操とされ,｢菅に体力を発達するのみならず,併

せて身躯を強健にし,志気を鋭にし,又善 く秩

序を守り,沈毅事に耐ふるも習慣を得せ しむる

に在｣4)と本旨が示される｡ここには森有礼の国

家主義的な発想に基づ く国民教育 としての兵式

体操による｢体育｣という考えが示されている｡

三育主義に立つ体操伝習所の保健的,合理的｢軽

体操｣に対して,欧米列強に伍していく国民教

育に欠けているものを ｢兵式体操｣で補おうと

している｡すなわち,身体的に強健であると同

時に精神的,徳育的性格形成に効果がある ｢兵

式体操｣を ｢体育｣として実施しようとするも

のである｡三育主義の ｢体育｣の概念から言え
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ば,むしろ徳育,道徳教育に含まれるべ きもの

を ｢体操｣の名を用いて心身の教育を ｢体育｣

と定義づけていく｡そして明治 19年 4月に森有

礼文相の思想を明示する小学校令をはじめとす

る中等,高等,師範教育に関する法令が公布さ

れ,兵式体操を核 とする国体主義の ｢体育｣が

推進され,憲法発布そして国体主義の根本精神

を明示 した教育勅語公布 と明治,大正そして昭

和と続 く日本の近代教育制度の基本が確立され

ていく｡

2. 兵式体操の目標

明治 19年の学校令制定により,兵式体操は小

学校低学年を除 くすべての男子の体操科教材と

位置づけられ,特に師範学校令では ｢生徒をし

て順良信愛威重の気質 を備 えしむる｣5)と兵式

体操を重視 したものとなっている｡まさに森の

教育の目的とする,従順,友情,威儀の三気質

を言い改めたものである｡

高等小学校では隊列運動 と呼ばれ,『普通体操

隊列運動法』(松石安治著,明治 19年)『小学隊

列運動法』(飯塚勘蔵著,明治 19年)などの指

導参考書が著されるが共に序文には以下のよう

に記されている｡

前者では ｢子弟の発育を完全ならしむるのみ

ならず順従の良習友愛の美俗を得せ しめ随て威

儀品格を修養せ しむる道に於いて｣ とのべ隊列

運動の目的は ｢生徒に規律の習慣を与え体力を

強健に し品格気質 を高尚にするに在 り｣6)また

後者では ｢此運動の目的は規律を厳正にして従

順の習慣を養成し各々伍を組みて友情を深厚に

し又統督者 となりては威儀あらんことを滴養 し

兼て気質を高尚ならしむと共に体力を強健にす

るに在 り｣7)
翌 20年 1月に兵式体操 と改称されるに伴い,

『小学兵式体操書』(松岡彪編著,明治 21年)

となるが目的も同じであり,内容的にも,軍隊

の教練,歩兵操典から選択された部隊行動の基

礎技能を含め広範な規律訓練を行い士気の昂場

を求めていくものである｡中学校 4年生から実

施された兵式体操は,歩兵操典に沿って指導さ

れ,5年生には執銃の教練が課せ られていく｡さ

らに兵式体操の一部 として,陸軍式柔軟体操も行

われていく｡師範学校の兵式体操では,生兵学

(徒手教練),中隊学,行軍,演習兵学,大意,

測図が内容 とされる｡

明治 23年の改正小学校令により学校教育の

目的の明示そして翌年の小学校教則大綱により

｢体操｣の目的が明らかにされていくが ｢体操

は身体の成長を均斉 して健康ならしめ,精神を

快活にして剛毅ならしめ,兼ねて規律を守の習

慣を養 うを以て要旨とす｣8)というように,兵式

体操の目標 と同じ内容であり小学校男子にも兵

式体操が課せ られるように一段 と ｢体育｣の兵

式体操化が進んでいく｡ここには兵式体操 とい

う運動によって,身体,精神そして実践的技能

を教育していくことが ｢体育｣であるという概

念が兄い出される｡

3. 戸外遊戯を手段 とする ｢体育｣

｢遊戯｣と称される一群の活動が,明治はじ

めから身体教育の意味での ｢体育｣の視点から

あるいは体操の代用ないしは体操 と区別なく小

学校で実施されてきた｡明治 14年 5月の｢小学

校教則綱領｣では,初等科の体操教材 として｢適

宜の遊戯｣を導入として当てられたが,具体的

内容は示されず文部省から『童女笠』(カステー

ル訳,明治 9年)という参考図書が出版されて

いるが,｢小学校での遊戯 としては,まりつき,

おにごと,わまわし,はねつき,こまなど在来

の 日常的なものが行われた｣9)と推測される程

度であるO体操伝習所でも,遊戯に対 して関心

を払っていたが,教科外の運動 としての扱いに

留まっていく｡明治 10年代後半には,この遊戯

の中で,特に活動的なものが ｢戸外遊戯｣と称

されるようになり,｢体操｣と同様の扱いを受け

ながら ｢体育｣の手段 とされていく｡

多くの遊戯が子どもの自発的自然的な欲求や

要求にねぎし,気晴らしや楽 しみの対象でしか

ないことが,積極的な奨励をためらわせていた

が,坪井玄道を中心 とする体操伝習所の関係者

は戸外遊戯の身体的な効果のみならず精神的な

価値をも考慮 して ｢体育｣の課題 として取 り組

むことになる｡この背景には,ベルツや内閣顧
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問テヒョウの戸外遊戯に対す る指摘や 『Out-

doorGames』(明治 16年)を著すス トレンジら

の活動が見られる｡

明治 18年,坪井玄道と田中盛業は『戸外遊戯

法 一名戸外運動法』を著 し,緒言で次のよう

に述べる｡

｢身体錬成の法は元来合式体操 (軽運動)の

みを以て足るものに非す又併せて戸外運動 (遊

戯法)をも研究せ ざるべからず蓋 し戸外遊戯の

利益たる膏に身体の強健を増進する而巳ならず

亦大に心神を爽快にし優暢快活の気風を養成 し

児童体育上実に欠 く可 らざるの-科 とす｣10)こ

こでは,従来伝習所の ｢体育｣は三育主義に基

づ く｢身体教育｣の意味であったが,｢体育｣の

手段を ｢軽体操｣から戸外遊戯まで拡大し同時

に,心身にわたる教育をめざす としている｡つ

まり兵式体操 と同様に戸外遊戯を手段 とした教

育を ｢体育｣ と定義づけていくOこの点をさら

に明確に表現しているのが 『戸外遊戯法』の序

で西村貞が述べている ｢共同和語の精神｣の育

成 という徳育をも含む考え方である｡｢我か邦の

遊戯は常に共同和語の精神 を発露するの有様に

乏しきものの如 し是独遊戯の一事に止らず一般

人民の風 として事業上往々然るものあり思うに

教育の方法其れの源因の最たるものならん故に

学校の遊戯に於いても常に此の精神を養成せん

事を以て-主眼とせさる-からす｣o

これ以後,数多くの戸外遊戯書が出版される

ようになり,小学校の体操科の内容 として位置

づけられて,さらに上級学校でも体操科内外に

おいて奨励され実施されていく｡『遊戯法』(白

浜重敬･志々日清真編,明治 27年)では全国府

県師範学校附属小学校 24校で実施されている

戸外遊戯が調査がなされ幅広い普及の状況がま

とめられ,30年代の流行的な普及の下地 とな

る｡

ⅠⅤ.｢体育｣と ｢武道｣

1. ｢伝来武術｣の正課採用-の取 り組み

学校の ｢体育｣が体操科 として,軽体操 (普

通体操),兵式体操 (歩兵操練)そして戸外遊戯

(遊戯)を内容 として確立していくなかで,体

操伝習所の設置で不適切 とされ除外された日本

伝来の武術 も ｢体育｣ として実施する主張が強

まって くる｡明治以来の合理主義的文明開化策

と欧米近代化体制-の揺 り戻 し現象でもある｡

明治 16年 5月,文部省は武術の正課採用の声を

受け,体操伝習所に剣術及び柔術の教育上の利

害を諮問する｡これに対 し各種の伝来武術を調

査研究し,翌 17年 10月に伝習所は極めて批判

的な報告を示す｡｢身体の発育助長,待久力,護

身力,気力などを養 うことができる｣としなが

らも ｢身体の調和的発達を妨げ,多少危険を伴

い,闘争心を誘発 し勝敗にとらわれる風を助長

しやすいなど,心身の発達に応じた指導が困難

で,経済上,管理上学校の正課 として採用する

ことは不適切｣11)というものである｡この点は兵

式体操に対する答申と対比をなすもので,伝習

所の保健衛生的な合理主義の結果であり,文部

省の欧米式軍制確立の優先方針のあらわれであ

ろう｡

この点は明治時代さらに大正時代を通して文

部省の採用-の消極的態度がほとんど変化しな

いことで明らかであるO

さらに兵式体操 を積極的に推進 した森文相

は,伝統的武術は精神的な側面を強調するもの

の ｢一対一の技術錬磨 と,その底にあるいささ

か時代逆行的な武道精神に不満｣を示 し国家主

義的で富強主義的国民 ｢体育｣には不適切 と考

えている｡

それでも教育勅語の発布を背景に国粋的尚武

論の立場から,伝来の武術を ｢体育｣の手段と

して把握 し,正課採用が活発化 してくる｡中等

学校 などでは課外で武術 を実施す る所 も増加

し, 日清戟争に向かって,忠君愛国的道徳が説

かれると伝来の武術 も尚武,気質などの徳を前

面にだし,武術こそ ｢体育｣であるとの主張が

繰 り返される｡明治 28年 4月には｢大 日本武徳

会｣が結成され,国粋的尚武論に基づ く武術教

育,すなわち ｢武道｣の概念を形成させる｡

伝統的な ｢武徳｣を極度に強調し,伝来武術

を手段 とした心身にわたる教育,すなわち武道
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という概念は,本来運動の一部である伝来武術

を手段 としながらも ｢体育｣ とは異なる概念を

形成していく｡それはさまざまな伝来の武術の

持つ不整合,不統一や安全対策,教授方法改善

の立ち後れそして何より合理主義的,保健衛生

的な分析に耐えうる客観性を示すことができな

かった結果でもある｡剣術および柔術の衛生上

の利害に関して明治29年 7月に設立された学

校衛生顧問会議は｢満 15歳以上の強壮者に限り

任意に正課外に行はしむるは可なれども随意科

とするは不可なり｣と従来どおりの否定的態度

で,伝来の武術を遊戯の一種 として課外に留め

ていく｡この後,明治 38年の｢体操遊戯取調報

告｣,41年衆議院委員会の ｢体育に関する建議

案｣でも同様であるが,43年全国師範学校校長

会議の ｢体操科の一部 として撃剣を必修させる

ことの可否｣の答申を受け,文部省は明治 44年

7月に中学校令の改正に際して法的に採用する

ことになる｡しかし正課必修ではなく ｢撃剣及

柔道を加ふることを得｣とする事実上は随意科

に過ぎなく文部省の伝来武術に対する否定的な

姿勢は続いていく｡

大正 2年の｢学校体操教授要目｣(撃剣及び柔

術)さらには大正 15年の ｢改正学校体操教授要

目｣(剣道及柔道)でも正課外に置かれ ｢別に一

定の方式を示さず従来の方法により適宜之を授

くべし｣とされるが,昭和 6年の改正中学校令

で法令上で必修 となりと,昭和 16年の国民学校

令では体操科を改称した,体練科に ｢体操｣と

｢武道｣が独立して設置される程に重要視され

るにいたる12)0

2. 伝来武術の ｢体育｣化としての ｢武術体操｣

諸学校での伝来武術の確実な普及にもかかわ

らず,体操科正課採用への文部省の否定的消極

的姿勢に対して,｢武道｣として更なる学校内外

の振興や民間運動を盛 り上げ伝統的な精神を拠

り所に国民への賛同を求めると同時に他方で

は,普通体操,兵式体操 との妥協を求めようと

する動きが起こってくる｡小沢卯之助の 『武道

改良教授式武術体操論』(明治 29年)橋本新太

郎の 『新案撃剣体操法』(明治 29年)に始まる

一連の武術体操の解説書である｡

小沢は,まず普通体操の改良を説き,それに

対して改善された ｢武術体操｣の身体上,精神

上,実用上及び間接の利益を詳細に論じて ｢今

普通教育に武術体操を応用せば完全なる第二の

国民を養成する点に於いて大益あるのみならず

実用に益 し社会を利するの大なり政に吾人は改

良普通体操 と共に普 く世の大中小学校及び各種

学校に行はれ且つ一般国民が之を励行せんこと

を切望する者なり｣13)と稔括している｡さらに小

沢は30年に 『武術体操法』を著し｢本邦武道各

流派の法式中体育方法として適当なる者を抜革

し且つ歩兵操典,騎士操典,体操教範,剣術教

範,舶刀操法,舶槍操法,陸軍礼式,普通礼法

等の諸書を参酌し之れを体操に同化せしめ興味

を感じつつ少時間を以て能ふ体育の目的を達 し

傍ら実用にえきせ しめん｣と述べ ｢棒体操｣｢刀

体操｣｢薙刀体操｣｢槍体操｣について図説を交

えて ｢体育｣として適切であることを主張す

る｡14)橋本の 『新案撃剣体操法』では,剣術を号

令によって型の演習を行うように考案して体操

科化 している｡これ以外にも『薙刀体操法』『木

剣体操法』『小学校武道体操法』などが明治 30年

代後半から40年代に出版されている｡

これらは,正課採用否定の理由にされる,安

全対策,集団的教授方法の改善さらには身体的,

精神的な効果を見直し,｢体操｣と表現すること

により正当性を主張するのである｡武道の近代

化への一過程 と見ることもできるしこれらの試

みと日露戦争を契機 とする一層の国家主義的な

徳育教育強調のなかで伝来武術も武道として広

い支持が生まれたことも確かである｡しかしな

がら伝来武術は,武術教育としての ｢武道｣と

して ｢体育｣とは別の概念を形成していくこと

になる｡普通体操,兵式体操,戸外遊戯が心身

の教育としての ｢体育｣概念を形成したのと同

様に,武術 という運動を手段にした心身の教育

は ｢体育｣という概念で把握されるが,｢武道｣

という概念は,意識的に ｢体育｣概念と区別さ

れ独立して位置づけられていく｡
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Ⅴ.｢体育｣と｢運動｣,｢競技｣,｢スポーツ｣

1. 大学での運動教育

学制公布により,東京大学の前身である大学

南校,開成学校でも正課として ｢体操｣が実施

されていたが,明治 10年東京大学 と改称される

に従い,体操科が廃止される｡他の官立学校 も

同様に正課の専門的 ｢学問｣が中心となり,｢体

操｣はあくまでも課外に,必要に応じて行われ

るものとされたO当然運動習慣に乏しい大学生

が積極的に ｢体操｣に取 り組むこともなかった

が,外国人教師の余暇活動という側面を含みな

がらも各種の運動種 目が行われるようになる｡

明治 7年に海軍兵学寮で英国海軍武官の来任に

より運動会 といえる ｢生徒競走遊戯会｣が開か

れ,11年にはクラークの意向で ｢体操,練兵｣

を実施していた札幌農学校でも同様の運動会が

開催される｡これらに続き明治 16年 6月に東京

大学で初の運動会が行われると,ストレンジの

名 とともに ｢課外運動｣への関心,奨励が各地

で高 まってい く｡ス トレン ジは 『Outdoor

Games』(明治 16年)を著 し,運動やゲームに

対してまったく知識を持たない学生-の一助 と

し,精神的訓練 (mentalexercises)と身体的訓

練 (physicalexerecises)の必要性を説き,積

極的に運動の奨励を図っていく｡東京大学では,

この結果,明治 19年に校友会組織である｢運動

会｣が設立される｡

正課の ｢学問｣に対して,課外の ｢運動｣と

いう考えに基づ き,もともと ｢体挽｣であった

ものが各種の ｢課外運動｣にかわって奨励され

ていく｡ス トレンジに代表されるように保健衛

生的な身体教育ではなく心身の教育をめざした

｢体育｣へ と移行 していく｡しかし大学では,

｢体育｣という発想ではなく,学問に対する｢運

動｣という概念が ｢体育｣ と同義的に用いられ

ていく｡

2.諸学校の課外クラブ活動と競技化

明治 19年の東京大学の交友会 ｢運動会｣の設

立を受けるように,20年代にはいると全国の大

学,中等学校に自発生的に課外クラブである｢運

動会｣が組織される｡各種の戸外遊戯と同時に

伝来武術 も行われるようになる｡各種の ｢遊戯

法｣に関するEgI書により盛んになる一方で,中

等学校の ｢運動会｣には,自由や自治よりも忍

耐,規律,服従を重んじ,野卑で非合理な練習

などがあえて行われ,武士道的な徳目が強調さ

れるような独特の雰囲気を生み出していく｡こ

の傾向は,日清戟争後の30年代には,社会的の

解放的風潮や西欧的な自由の感覚が学制風紀や

道義の乱れとも受けとめられ,学制風紀の矯正,

校規の振粛を目的 として,特に交友会運動部

(会)がその担い手とされる｡本来自発的な会

であったが,そこでの教育的効果は体育奨励と

いう教育関係の期待を越えて,質実剛健,自己

犠牲,忠誠心,愛校心,愛国心など運動家精神

が発揮され校風刷新 さえ担 う存在 となってい

く030年代半ばになると,陸上,野球,ボー ト

の他に軟式テニス,ラグビー,サッカーなどの

球技が増加し,種 目ごとの発展分化が進み競技

会 も開催されはじめる｡

しかし30年代末には,勝敗や記録にのみこだ

わる競技主義や学業への悪影響が指摘され,か

っての運動家精神,武士道精神を求める主張が

されていく｡勝利至上主義や競技主義は早慶野

球試合の中止や競技会での応援団同士の騒乱な

ど教育関係者の期待 とはまったく逆行する事態

におよび文部省は明治 40年 7月に全国中学校

校長会議に ｢各学校に行なわるる競技運動の利

害および其弊害を防止する方法如何｣を諮問す

る｡

この報告書で一層明確 となるが,運動 (部)

会はあくまで課外の活動であり体育を奨励する

ための手段であるはずが,｢体育｣そのものとし

て把握されている｡さらに学校以外の主催する

競技会の ｢運動競技｣さえ ｢体育｣と捉えられ

る｡棄技としての運動 と教育 としての運動を区

別 して,それぞれの固有の価値を認める発想で

はなかった｡
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3. 明治時代の ｢スポーツ｣ という表現

欧米の ｢スポーツ｣が 日本に紹介されるのは,

江戸時代中期で1717年には,フェンシングを時の

将軍が見た記録が残されているが,幕末の欧米人

の来日以後,今 日の ｢スポーツ｣が行われるよ

うになるo横浜,神戸に居留 した外El人の間で

始まり,招博された外国人教師によっても指導

され,陸上競技,蹴球,庭球,漕艇,野球など

は明治 と共に伝来 している015)さらに欧米の留

学から戻った日本人も各種のスポーツの紹介に

一役を担 うことになる｡

｢sport｣という用語 も,英和辞典から見ると,

江戸時代中期には ｢消暇,なぐきみ｣の翻訳が

され,明治時代を通 じて ｢慰み,滑稽,噸奔,

遊戯,遊猟｣などの訳語が当てられている｡16)学

制が公布され坪井が 『戸外遊戯法』を著 しても,

普通体操,兵式体操に属さない運動はすべて｢遊

戯｣と称され小学校の教材として留まることに

なる｡｢sport｣ないし総称 としての｢sports｣は,

それぞれの種 目は前述した課外の運動部 (会)

により種極的に実施され普及発展 していくが,

明治時代には ｢スポーツ｣ という表現は用いら

れることなく,｢遊戯｣｢戸外遊戯｣｢運動｣｢運

動競技｣｢競技運動｣などがそれぞれの際に特別

意識されることなく利用されていく｡

明治 30年に創刊される初の ｢スポーツ｣の専

門雑誌は 『運動界』と称され,その後各種の｢ス

ポーツ｣技術解説書出版されるが,ほとんど種

目名を書名 としている｡例えば明治時代に最 も

多く出版された野球関連では,『ベースボール

術』(29年)『野球』(30年)『新式ベースボール

術』(31年)『最近野球術』(38年)などである｡

｢スポーツ｣全般にわたる図書 としては,晴光

館編の 『競技運動体育読本』(36年)や ｢総合的

スポーツ科学書の先駆｣ と評される武田千代三

郎の『理論実践競技運動』(37年)が出版されて

いるが,いずれも ｢スポーツ｣ という表現を用

いることはなかったO

結局 ｢スポーツ｣ という表現は,大正 2年に

永井道明の ｢体育講話｣の中の ｢遊戯スポー ト

(Sport)｣という表現であるが,｢sport｣の概念

を伝える適切な日本語 として,｢スポーツ｣が普

及するのは,大正 12年の『アサヒスポーツ』(戟

日新聞社)の出版以後である｡17)

お わ り に

日本における ｢体育｣の概念形成は,明治時

代 と共に始まったと考えられる｡近代的な欧米

の軍事制度の導入により,軍隊に ｢gymnastic｣

が実施されることになり,学制ではその延長上

に ｢体術｣科が設置されることになるが,欧米

の三育主義に基づ く｢physicaleducation｣の概

念が導入され,その日本語訳の試みから｢体育｣

概念の形成が始まる｡

｢身体に関する教育｣から ｢身体教育｣の訳

語に落ち着 くことになるが,明治 9年に近藤鎮

三が ｢身体教育｣を簡略化 し ｢体育｣ という造

語を用いると徐々に一般化 し,体操伝習所の設

立により文部省が ｢体育｣を統一的に用いはじ

めて定着したと見ることができる｡その意味で

｢体育｣の概念は,知育,徳育,体育からなる

三育主義の身体の教育の意味であり,運動 と保

健衛生をその手段 としたものである｡

明治 10年代前半には,衛生学の十分な成果が

みられず ｢体育｣から保健衛生面がおきぎりに

され,さらに体操伝習所で指導にあったリーラ

ン ドは,｢体育｣の手段 として ｢軽体操｣を特に

重視 したことから,学校での ｢体育｣の教科で

ある ｢体操｣は,｢軽体操 (普通体操)｣による

身体の教育 という概念を生み出していく｡その

後,｢兵式体操 (歩兵操練)｣ と ｢戸外遂戯 (遊

戯)｣が体操教科の教材 とされていくが,｢体育｣

とは運動を手段 とした身体の教育 という概念が

さらに明確になっていく｡

しかし,｢兵式体操｣や ｢戸外遊戯｣の教材化

は身体の教育の視点ではなく,むしろ徳育的性

格形成や国家主義,富強主義 という精神的な教

育効果をめざしたもので,三育主義での｢体育｣

の概念を越え,運動を手段 とした心身の教育 と

しての ｢体育｣ という概念を形成する｡

兵式体操,戸外遊戯 と同じく教材化をめざし

た ｢伝来の武術｣は,文部省の否定的姿勢によ
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り,正課 とはな り得なかったが,時代 と共に見

直され ｢体育｣の概念に包括されなが らも,｢武

術教育｣ を意味する ｢武道｣ として ｢体育｣ と

は一線を画す る独 自の概念を形成 してい (O昭

和 16年の国民学校令での鍛錬科設置で明確 な

形 となる｡

大学や その他の諸学校 で 自発的に行 われた

｢運動｣や ｢競技｣は,正課外であ りながら,

運動を手段 とした心身の教育 という ｢体育｣の

概念で常に把握 され,｢体育｣と｢運動｣｢競技｣

は同義 と用いられることになる｡その意味では

｢sport｣ も明治時代には同様 に理解 されてい

く｡

近代教育制度の確立をめ ざし,欧米の教育 を

模倣 してい く中で,時代的なさまざまの要請 と

文部省主体の学校制度推進の中で正課外に実施

された運動全般 も ｢体育｣ としてのみ解釈 して

い くため,その概念は拡大 を続けながら形成 さ

れ,常に ｢教育｣ という観点か らの把握の不合

理や矛盾を里 しなが ら,明治時代にはきわめて

日本的 ｢体育｣の概念を形成 したと言える｡
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